
 

 

○こうち人づくり広域連合能率増進計画  

平成 15年５月 26日作成  

改正  平成 19年５月 28日  

改正  令和２年 11月 25日  

 

この計画は、こうち人づくり広域連合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平

成 14年規則第 11号）第 19条第１項の表の (8)の規定に基づき、下記のとおり、職員の健康

保持と能率増進のために実施する計画であるものとする。  

記  

１  健康保持  

職員が定期的に受診する人間ドックについては、その受診に要した時間を特別休暇

とする。  

２  能率増進等  

(1) 夏期特別休暇  

①  夏 期 に おけ る 職 員の 保 健 及 び 元気 回 復 を図 る た め 、 毎年 ７ 月 １日 か ら ９ 月 30日

までの間に、特別休暇５日を承認するものとする。  

また、夏期における年次有給休暇の使用促進の観点から、この特別休暇の他に２

日の年次有給休暇を加えて計画できるものとする。  

  ②  事務局長は、休暇の計画的な実施を確保するため、別に計画表を作成しなければ

ならない。  

  ③  夏期特別休暇は、勤務日の全日又は始業の時刻から連続し、若しくは終業の時刻

まで連続した４時間（休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当

該残日数に４時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべて）を単位として、

特別休暇及び年次有給休暇を合わせて延日数７日間の範囲において行うものとする。

ただし、再任用職員については４時間を３時間に置き換えるものとする。  

(2) 永年勤続休暇  

    永年勤続者の心身のリフレッシュを図るため、次のとおり、特別休暇を取得でき

るものとする。  

①  50歳に達する職員  

    50歳に達する年に、その１暦年中に、連続する５日以内で取得できるものとする。

ただし、週休日及び休日を含む場合には、当該週休日及び休日は日数に算定しない

こととする。  

②  40歳に達する職員  

   ア． 40歳に達する年に、その１暦年中に、連続する３日以内で取得できるものとす

る。ただし、週休日及び休日を含む場合には、当該週休日及び休日は日数に算定

しないこととする。  

   イ．経過措置  

平成 14年 12月 31日現在の年齢が 40歳である職員については、平成 15年 12月 31日

までの間、この永年勤続休暇を取得できるものとする。  

 


